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川東小学校の運動会

　

四
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
五
泉
市

議
会
臨
時
会
は
、
条
例
改
正
等
の
専
決
処
分
や
建

設
工
事
の
変
更
契
約
、一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
、

合
わ
せ
て
七
件
の
議
案
が
当
局
か
ら
提
案
さ
れ
、

慎
重
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
承
認
、
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
六
月
十
一
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
開
催

さ
れ
た
第
四
回
市
議
会
定
例
会
で
は
、
保
育
園
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
や
一
般
会
計
補
正
予

算
な
ど
、
当
局
提
案
議
案
十
二
件
、
請
願
三
件
、

議
員
発
議
七
件
な
ど
を
審
議
し
、
こ
れ
ら
の
議
案

も
可
決
、
同
意
等
さ
れ
ま
し
た
が
、
継
続
審
査
と

な
っ
て
い
た
下
水
道
受
益
者
負
担
金
関
係
の
発
議

第
二
号
は
、
さ
ら
に
慎
重
審
査
が
必
要
で
あ
る
た

め
、
引
き
続
き
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
、
四
回

の
補
正
に
よ
り
当
初
に
比
べ
四
億
八
千
二
百
五
十

六
万
円
増
え
て
二
百
四
十
億
四
千
五
百
五
十
六
万

円
に
な
り
ま
し
た
。
定
例
会
最
終
日
に
追
加
提
案

さ
れ
た
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
に
は
、

六
月
九
日
の
大
雨
被
害
に
よ
る
林
道
の
復
旧
費
用

や
、
六
月
二
十
一
日
に
発
生
し
た
大
火
に
関
係
す

る
予
算
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
度
の
火
災
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま

に
、
議
会
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
心
か
ら
の
お
見

舞
い
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
お
亡
く
な
り
に

な
ら
れ
た
方
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

議
長
室
か
ら

議
　
長

　
林
　
　
　
茂
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　第３回臨時会が４月23日に開催されました。地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴

う条例の一部改正や平成26年度補正予算、工事請負変更契約など７件の議案を慎重審議し、

次のとおり議決しました。

◆
目
次 

ペ
ー
ジ

第
３
回
４
月
臨
時
会 

　
議
決
結
果
・
議
案
概
要 

２
～
３

議
員
別
議
案
賛
否
一
覧
表 

３

第
４
回
６
月
定
例
会 

　
議
決
結
果
・
議
案
概
要 

４

委
員
会
審
査
報
告 

　
総
務
文
教
常
任
委
員
会 

５

　
市
民
厚
生
常
任
委
員
会 

６

　
建
設
産
業
常
任
委
員
会 

７

議
員
別
議
案
賛
否
一
覧
表 

８

一
般
質
問（
11
名
）・

緊
急
質
問（
１
名
） 

９

発
議
・
請
願 

10

当
局
報
告
・
全
員
協
議
会 

11

永
年
勤
続
議
員
表
彰

編
集
後
記 

12

提
出
者

審　　　議　　　案　　　件
議決 

結果
概　　　　　　　　　　　　　　要

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第35号

専決処分の報告承認について

〔五泉市税条例の一部を改正

する条例〕

承認

地方税法の一部を改正する法律の施行に伴って、居住

用財産の買換え等の場合などの譲渡損失の損益通算及

び繰越控除等についての規定を削除し、また、優良住

宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得に係る市民税の課税の特例の適用期限3年間延

長について整備するなどの改正を行うものです。

議第36号

専決処分の報告承認について

〔五泉市都市計画税条例の一

部を改正する条例〕

承認
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴って、項ず

れを改める改正を行うものです。

議第37号

専決処分の報告承認について

〔五泉市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例〕

承認

地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、

後期高齢者支援金等課税額の課税限度額及び介護納付

金課税額の課税限度額を引き上げるとともに、被保険

者均等割額及び世帯別平等割額の軽減判定所得の算定

方法を変更するなどの改正を行うものです。

議第38号

専決処分の報告承認について 

〔平成26年度五泉市一般会計

補正予算（第１号）〕

承認

既決予算総額に4,860万円を追加し、歳入歳出予算総額

を236億1,160万円とするものです。歳入の市債4,860万

円の追加は、五泉小学校と五泉中学校の改築事業費充

当債です。歳出の教育費4,864万９千円の追加は、五泉

小学校校舎改築工事と五泉中学校校舎改築工事の工事

請負費です。予備費４万９千円の減額は、歳入歳出を

差し引きしたものです。
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提
出
者

審　　　議　　　案　　　件
議決 

結果
概　　　　　　　　　　　　　　要

市
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第39号
平成26年度五泉市一般会計

補正予算（第２号）
可決

既決予算総額に１億9,659万6千円を追加し、歳入歳出予

算総額を238億819万６千円とするものです。歳入の主

なものは国庫支出金１億9,639万６千円の追加で、これ

は、がんばる地域交付金です。歳出では、通園バス購

入費5,580万円、道路橋梁費１億2,686万円、村松小学校

消雪パイプ改修工事費1,410万円が主なものです。

議第40号
工事請負変更契約の締結に

ついて
可決

五泉小学校普通教室棟改築工事の建築本体工事につい

て、建設工事請負基準約款第27条第６項の規定に基づ

き、平成26年２月の労務単価の改定及び資材費の上昇

により契約金額を2,408万1,840円追加するものです。

議第41号
工事請負変更契約の締結に

ついて
可決

五泉中学校校舎棟改築工事の建築本体工事について、

建設工事請負基準約款第27条第６項の規定に基づき、

平成26年２月の労務単価の改定及び資材費の上昇によ

り契約金額を2,247万6,960円追加するものです。

【〇：賛成、×：反対、―：棄権】議員別議案賛否一覧表

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　　員　　　　　名　　（議席番号順）

安
中
　
　
聡

佐
藤
　
　
浩

長
谷
川
政
弘

伊
藤
　
昭
一

松
井
　
　
聡

塚
野
　
　
弘

佐
藤
　
　
渉

平
井
　
敏
弘

牛
膓
　
利
栄

熊
倉
　
政
一

広
野
　
　
甲

剣
持
　
雄
吾

鈴
木
　
良
民

町
田
　
俊
夫

阿
部
　
周
夫

相
田
　
　
豊

長
谷
川
真
介

鈴
木
　
光
規

猪
熊
　
　
豊

林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
長

議第35号

専決処分の報告承認について

〔五泉市税条例の一部を改正す

る条例〕

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第36号

専決処分の報告承認について

〔五泉市都市計画税条例の一部

を改正する条例〕

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第37号

専決処分の報告承認について

〔五泉市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例〕

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第38号

専決処分の報告承認について

〔平成26年度五泉市一般会計補

正予算（第１号）〕

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第39号
平成26年度五泉市一般会計補正

予算（第２号）
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第40号 工事請負変更契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第41号 工事請負変更契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※１ 法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。
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平成26年　第４回　６月定例会

　第４回６月定例会は、６月11日から24日までを会期として開催し、条例の一部改正や各会

計の平成26年度補正予算などについて慎重審議の結果、次のとおり議決しました。

提
出
者

審　　議　　案　　件
審査した 
委員会

※1

議決 
結果

概　　　　　　　　要

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第42号
五泉市保育園条例の一部を改正する条
例の制定について

市民厚生 可決
平成27年４月１日から、ひまわり保育園、すみれ保育園及び村松第３保育園を民
営化するため、この３園の名称を別表から削るものです。

議第43号
五泉市火災予防条例の一部を改正する
条例の制定について

総務文教 可決
消防法施行令の一部改正に伴い、対象火気器具等を催しで使用する場合の消火器の
準備規定や大規模な催しに該当するものの指定と届け出、及び催しに際して露店を開
設する場合の届け出などを規定するものです。

議第44号 動産の取得について 総務文教 可決
老朽化した除雪ドーザを更新するため、新たに11ｔ級車輪式の除雪ドーザを取
得するものです。

議第45号
平成26年度五泉市一般会計補正予算
（第３号）

総務文教 
市民厚生 
建設産業

可決

既決予算総額に２億3,461万４千円を追加し、歳入歳出予算総額を240億4,281万円とす
るものです。補正の主なものは、支所庁舎及びはしだ保育園設計委託料、ファミリー
住まいる住宅取得補助金、子ども医療費助成事業の拡充、多面的機能支払事業補助金
及び人事異動に伴う人件費の調整です。

議第46号
平成26年度五泉市国民健康保険特別会
計補正予算（第１号）

市民厚生 可決
既決予算総額から153万１千円を減額し、歳入歳出予算総額を62億1,370万１千円
とするものです。歳入の減額は一般会計繰入金の減額です。歳出は既存システム
改修等委託料の追加と人事異動による人件費の調整を差引して減額するものです。

議第47号
平成26年度五泉市介護保険特別会計補
正予算（第１号）

市民厚生 可決
既決予算総額に88万６千円を追加し、歳入歳出予算総額を59億3,976万１千円と
するものです。歳入の主なものは一般会計繰入金の追加です。歳出は既存シス
テム改修等委託料の追加と人事異動による人件費の調整の差引によるものです。

議第48号
平成26年度五泉市下水道事業特別会計
補正予算（第１号）

建設産業 可決

既決予算総額にそれぞれ3,026万４千円を追加し、歳入歳出予算総額を37億1,148
万６千円とするものです。歳入の追加は一般会計繰入金です。歳出の追加は消
費税・地方消費税の修正申告に伴う本税及び延滞税の追加と、人事異動による
人件費の調整の合計によるものです。

議第49号
平成26年度五泉市後期高齢者医療特別
会計補正予算（第１号）

市民厚生 可決
既決予算総額から40万９千円を減額し、歳入歳出予算総額を４億7,245万８千円と
するものです。歳入は一般会計繰入金の減額です。歳出は既存システム改修等委
託料の追加と人事異動による人件費の調整の差引による減額です。

議第50号
平成26年度五泉市水道事業会計補正予
算（第１号）

建設産業 可決
収益的収支の支出予定額に人事異動に伴う人件費の調整額20万７千円を追加する
ものです。また、資本的収支の収入額に他会計工事負担金2,660万５千円を追加し、
歳出では村松第３配水池築造工事関係委託料の追加が主なものです。

議第51号 五泉市副市長の選任について 同意
平成26年６月30日をもって現任の五十嵐明副市長の任期が満了するため、同氏
を再任するものです。

議第52号
平成26年度五泉市一般会計補正予算
（第４号）

可決

既決予算総額に275万円を追加し、歳入歳出予算総額を240億4,556万円とするも
のです。補正の主なものは、弁護士応訴委託料、６月９日の大雨により被害を受
けた林道の復旧費用、６月21日の本町６丁目大火により被災された世帯への災
害見舞金等を追加するものです。

諮問第２号
人権擁護委員の推薦につき意見を求め
ることについて

適任と 
認める

平成26年９月30日をもって人権擁護委員の生沼昌子氏の任期が満了するため、
引き続き同氏を推薦するものです。

請
　
　
願

請願第２
「手話言語法」制定を求める意見書の
提出を求める請願

市民厚生 採択
手話が言語であることを広め、手話で学べ自由に使え、言語として普及・研究
するための環境整備を目的とした法律を制定するよう要請する意見書を、国の
関係機関へ提出することを求めるものです。

請願第３
30人以下学級実現、義務教育費国庫負
担制度２分の１復元に係る意見書の採
択を求める請願

総務文教 採択
30人以下の少人数学級を推進すること、及び義務教育費国庫負担制度の国の負
担割合を２分の１に復元するよう要請する意見書を、国の関係機関へ提出する
よう求めるものです。

請願第４
Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見書の
提出を求める請願

市民厚生 採択
Ｃ型肝炎患者を救済するため、公的支援制度を確立することなどを要請する意
見書を、国の関係機関へ提出するよう求めるものです。

議 

　
　
　
　
員

発議第２号
五泉市下水道事業受益者負担に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

建設産業
継続で 
可決

下水道の第５期事業計画区域に関して、一定の条件に該当する土地の30万円を
超える部分の受益者負担金の徴収を猶予するものです。

発議第３号
集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行
わないことを求める意見書の提出について

可決
海外での戦争参加につながる恐れがある集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の
変更を行わないよう求める意見書を、国の関係機関へ提出するものです。

発議第４号
30人以下学級実現、義務教育費国庫負
担制度２分の１復元を求める意見書の
提出について

可決
30人以下の少人数学級を推進すること、及び義務教育費国庫負担制度の国の負
担割合を２分の１に復元するよう要請する意見書を、国の関係機関へ提出する
ものです。

発議第５号
「手話言語法」制定を求める意見書の
提出について

可決
手話が言語であることを広め、手話で学べ自由に使え、言語として普及・研究
するための環境整備を目的とした法律を制定するよう要請する意見書を、国の
関係機関へ提出するものです。

発議第６号
Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見書の
提出について

可決
Ｃ型肝炎患者を救済するため、公的支援制度を確立することなどを要請する意
見書を、国の関係機関へ提出するものです。

発議第７号
災害被災者に対する住居等支援制度の
制定に関する決議

可決
災害によって住居を失った方々が新たな住居を定めるまでの間、家賃などの補
助制度を設けるとともに、復旧に速やかな着手が困難な場合の支援、援助を行
うよう求めるものです。

発議第８号
五泉市下水道事業における五泉地区第
５期事業計画区域に関する決議

可決
下水道第５期事業計画区域から参考人を招いて聴取した意見は、当局が行って
きた答弁とは一致しないものであったため、同区域住民に対して再度、より丁
寧な下水道事業の説明会を開催するよう求めるものです。

※１　総務文教：総務文教常任委員会，市民厚生：市民厚生常任委員会，建設産業：建設産業常任委員会
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て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
あ
る
機
能
を
残
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
会
議
室
や

弁
護
士
会
の
相
談
事
務
所
な
ど
の
機
能
は
継
続
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
生
涯
学
習
的
な
も
の
は
、
公
民
館
、
さ
く

ら
ん
ど
会
館
、
学
校
の
有
効
利
用
等
で
考
え
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
太
陽
光
等
を
含
め
て
災
害
時
の
非
常
電
源
に
つ
い

て
も
当
然
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
は
採
用
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
支

所
の
機
能
の
中
に
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う
い
っ
た
形
で
取
り

入
れ
る
か
、
設
計
段
階
で
の
一
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
考
え

て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
し
た
。

　

ま
た
、
建
設
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
を
見
る
と
、
非
常
に
丁
寧

に
ゆ
っ
く
り
工
程
を
進
め
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
公
民
館
が

使
え
な
い
時
間
が
長
く
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
早
く
工
程
を

進
め
て
新
庁
舎
の
完
成
を
早
く
し
て
も
ら
い
た
い
が
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

一
日
も
早
く
公
民
館
を
開
け
な
さ
い
と
い
う
の
が
地
域
の
皆

さ
ん
の
声
だ
と
思
い
ま
す
。悠
長
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

万
全
を
期
し
な
が
ら
前
送
り
で
き
る
も
の
は
前
送
り
し
て
、
一

日
も
早
く
完
成
を
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で

あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
支
所
庁
舎
の
建
て
替
え
に
よ
り
、
合
併
時
の
市
役

所
を
中
間
地
点
に
建
て
る
と
い
う
計
画
は
、
無
く
し
た
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
説
明
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
た

だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

中
間
地
点
と
い
う
合
併
時
の
課
題
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
話

を
し
て
き
た
中
で
、
今
の
と
こ
ろ
で
の
建
て
替
え
が
良
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
個
人
的
な
感
覚
と
し
て
は
中
間

的
な
位
置
は
消
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
考

え
を
言
う
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、企
画
政
策
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
対
応
事
業
五
百
三
十
九
万
八
千
円
に
関
連
し
て
、

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
シ
ス
テ
ム
管
理
に
つ
い
て
、
非
常
に

厳
し
さ
を
求
め
ら
れ
る
と
思
う
が
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
は
大
丈
夫

な
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
の
中
で
、
個
人
情
報
保
護
に
つ
い
て
罰

則
が
強
化
さ
れ
て
お
り
、
新
た
に
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を

行
い
市
民
に
公
表
す
る
取
り
組
み
も
実
施
さ
れ
ま
す
。
現
在
も

住
民
の
情
報
は
必
要
な
職
場
に
の
み
見
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
入
っ
て
も
権
限
を
部
署
ご
と
に

設
定
し
て
、
情
報
の
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
全
国
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、
今
後
、

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
国
・
県
の
指
導
等
を
受
け
て
十
分
に
管

理
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
、と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
住
ま
い
る
応
援
事
業
二
千
四
百
五
十
万

円
に
関
連
し
て
、

　

家
賃
補
助
の
方
は
四
十
件
分
の
予
算
に
対
し
、
申
請
が
五
件

と
い
う
こ
と
で
少
な
い
が
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

ピ
ー
ア
ー
ル
に
関
し
て
は
、
不
動
産
業
協
会
、
広
報
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
転
入
の
手
続
き
の
時
な
ど
に
周
知
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
こ
れ
を
機
会
に
五
泉
に
住
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
引
き
続
き
ピ
ー
ア
ー
ル
し
て
ま
い
り
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た
し

ま
す
。

　

去
る
六
月
十
三
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
四
十
三
号
　
五
泉
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
　
　
　
　
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
四
十
四
号
　
動
産
の
取
得
に
つ
い
て

議
第
四
十
五
号
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予

　
　
　
　
　
　
　
算
（
第
三
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属

　
　
　
　
　
　
　
す
る
事
項

請
願
第
三
　
　
　
三
十
人
以
下
学
級
実
現
、
義
務
教
育
費
国
庫

　
　
　
　
　
　
　
負
担
制
度
二
分
の
一
復
元
に
係
る
意
見
書
の

　
　
　
　
　
　
　
採
択
を
求
め
る
請
願

　

以
上
の
四
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
市
長
を
初
め
当
局
の
出
席
を
求

め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま

し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
、
請
願
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お

り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
総
務
課
・
選
挙
管
理
委
員
会
所
管
の
質
疑
の
中
で
、

支
所
庁
舎
等
管
理
業
務
の
設
計
委
託
料
五
千
七
百
六
十
万
円
に

関
連
し
て
、

　

支
所
庁
舎
を
建
て
る
に
あ
た
っ
て
、
今
あ
る
機
能
を
あ
る
程

度
残
し
、
ま
た
歴
史
あ
る
村
松
を
象
徴
す
る
よ
う
な
建
物
を
、

と
の
要
望
が
あ
る
が
、ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
る
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

新
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
新
五
泉
市
の
思
い
や
イ
メ
ー
ジ
、
旧

村
松
町
の
歴
史
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
加
味
し
な
が
ら
建
設
し

（◎委員長　○副委員長）

◎
鈴
木
　
良
民
　
　
　
相
田
　
　
豊
　
　
　
塚
野
　
　
弘
　
　
　
佐
藤
　
　
浩

○
猪
熊
　
　
豊
　
　
　
町
田
　
俊
夫
　
　
　
長
谷
川
政
弘

総
務
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
報
告
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（◎委員長　○副委員長）

由
の
一
つ
に
、
三
園
の
築
年
数
が
比
較
的
新
し
い
と
い
う
も
の

が
あ
っ
た
が
、
今
後
の
三
園
の
施
設
管
理
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
民
営
化
に
対
す
る
単
年
度
ご
と
の
事
業
評
価
な
ど
に

つ
い
て
は
、ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

保
育
園
の
施
設
管
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
潟
県
の
監
査
、

あ
る
い
は
、
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
五
泉
市
の
監
査
が
、
毎

年
一
回
、
市
立
・
私
立
を
問
わ
ず
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

園
児
の
た
め
に
、
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
市
立
・
私
立
を
問
わ
ず
、
新

潟
県
な
り
五
泉
市
で
責
任
を
持
っ
て
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
民
営
化
し
た
後
に
つ
き
ま
し
て
も
、
保
護
者
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
実
施
し
な
が
ら
、五
泉
市
の
責
務
と
し
て
、

そ
の
三
園
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
、
と
の
答
弁
で
し
た
。

　

次
に
、
保
育
園
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
園
の

名
称
が
、
条
例
上
よ
り
消
え
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
民
営
化
し

た
後
、
そ
の
名
称
は
新
し
く
つ
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
踏
襲
さ

れ
て
い
く
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

名
称
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
園
の
保
護
者
、
ま
た
、
地
域
住

民
に
と
っ
て
、一
番
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

お
の
お
の
、
市
立
と
い
う
名
称
は
無
く
な
り
ま
す
が
、
今
ま

で
の
名
称
を
踏
襲
す
る
と
い
う
考
え
方
で
、
運
営
法
人
よ
り
申

請
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
保
護
者
、
運
営
法
人
、
五
泉
市
で
構
成
す
る
三
者
協

議
会
に
お
い
て
、
合
意
事
項
と
い
う
こ
と
で
、
正
式
に
書
面
を

取
り
交
わ
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
し
た
。

　

次
に
、
同
じ
く
、
こ
ど
も
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、

公
立
保
育
園
施
設
営
繕
・
整
備
事
業
の
う
ち
、
設
計
委
託
料

千
百
二
十
万
円
に
関
連
し
て
、

　

は
し
だ
保
育
園
の
床
下
は
、
か
な
り
腐
食
が
進
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
園
児
の
安
全
と
い
う
見
地
か
ら
考
え
る
と
、
保

護
者
に
対
し
て
、
現
在
の
保
育
園
の
状
況
を
周
知
し
て
お
か
な

け
れ
ば
、
地
震
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
大
変
な
問
題

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
こ
の
度
の
五
泉
市
の
対
応
は
、
最
初
か
ら
修
繕
あ
り

き
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
建
て
替
え
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い

う
点
を
踏
ま
え
、現
在
、緊
急
の
対
策
は
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

直
ち
に
床
が
抜
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
園
児
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
今
後
は
災
害

に
も
耐
え
ら
れ
る
よ
う
、
安
全
に
改
修
を
実
施
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
度
の
床
下
調
査
に
際
し
て
は
、
床
下
の
状
況
と

あ
わ
せ
、
ど
う
い
う
方
法
が
、
は
し
だ
保
育
園
に
と
っ
て
一
番

適
し
て
い
る
の
か
と
い
う
部
分
で
、
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
、現
在
あ
る
園
舎
を
改
修
し
て
い
く
方
法
を
、

採
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
と
の
答
弁
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ
り
、
は
し
だ
保
育
園
は
五
泉
市
の
避
難

所
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

床
下
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、こ
の
度
の
工
事
に
際
し
て
は
、

建
て
替
え
で
は
な
く
、
同
じ
場
所
で
の
改
修
を
採
用
す
る
と
の

こ
と
だ
が
、
よ
り
地
域
の
意
向
を
把
握
す
る
た
め
、
保
護
者
及

び
地
域
住
民
に
対
し
て
説
明
会
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
た
い
、

と
の
要
望
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
請
願
第
四　

Ｃ
型
肝
炎
患
者
の
救
済
に
関
す
る

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願
に
関
連
し
て
、参
考
人
と
し
て
、

請
願
者
で
あ
る
「
命
を
守
る
Ｃ
型
肝
炎　

新
潟
の
会
」
の
方
の

出
席
を
求
め
、
現
在
の
Ｃ
型
肝
炎
患
者
の
皆
さ
ま
の
状
況
に
つ

い
て
、
お
話
を
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

採
決
の
結
果
、
請
願
第
四　

は
、
全
会
一
致
で
採
択
す
る
こ

と
に
決
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告

い
た
し
ま
す
。

　

去
る
六
月
十
三
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

 

議
第
四
十
二
号
　
五
泉
市
保
育
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　
　
　
　
　
　
　
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
四
十
五
号
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予

　
　
　
　
　
　
　
算
（
第
三
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属

　
　
　
　
　
　
　
す
る
事
項

議
第
四
十
六
号
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
国
民
健
康
保
険
特

　
　
　
　
　
　
　
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
四
十
七
号
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
介
護
保
険
特
別
会

　
　
　
　
　
　
　
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
四
十
九
号
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
　
　
　
　
　
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

請
願
第
　
二
　
　
「
手
話
言
語
法
」
制
定
を
求
め
る
意
見
書
の

　
　
　
　
　
　
　
提
出
を
求
め
る
請
願        

請
願
第
　
四
　
　
Ｃ
型
肝
炎
患
者
の
救
済
に
関
す
る
意
見
書
の

　
　
　
　
　
　
　
提
出
を
求
め
る
請
願

 　

以
上
の
七
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、

当
局
及
び
参
考
人
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結

果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
及

び
請
願
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
ど
も
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第
四
十
二
号

　

五
泉
市
保
育
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
に
関
連
し
て
、

　

こ
の
度
、
ひ
ま
わ
り
保
育
園
、
す
み
れ
保
育
園
、
村
松
第
三

保
育
園
の
三
園
が
、
民
営
化
さ
れ
る
に
あ
た
り
選
定
さ
れ
た
理

◎
牛
膓
　
利
栄
　
　
　
林
　
　
　
茂
　
　
　
剣
持
　
雄
吾
　
　
　
安
中
　
　
聡

○
佐
藤
　
　
渉
　
　
　
長
谷
川
真
介
　
　
　
松
井
　
　
聡

市
民
厚
生
常
任
委
員
会 

審
査
報
告
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次
に
、
六
月
十
三
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
事
件
は
、

議
第
四
十
五
号
　
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
事
項

議
第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
下
水
道
事
業
特
別
会

　
　
　
　
　
　
　
　
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
五
十
号
　
　
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
会
計
補
正

　
　
　
　
　
　
　
　
予
算
（
第
一
号
）

　

以
上
、
三
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を

行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
、
委
員
会
審
査
報

告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

す
。

　

農
業
委
員
会
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
農
業
従
事
者
が
高
齢
化
し

て
、耕
作
放
棄
地
が
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、

今
、
耕
作
を
放
棄
し
て
い
る
農
地
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
行
政
指
導

を
し
て
い
る
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

例
年
、
農
地
利
用
状
況
調
査
と
い
う
こ
と
で
夏
場
八
月
に
平
場
の

農
地
を
中
心
と
い
た
し
ま
し
て
、
農
協
と
土
地
改
良
区
、
そ
の
他
農

林
課
、
農
業
委
員
会
合
同
で
各
班
に
分
か
れ
ま
し
て
調
査
を
し
、
こ

れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
ま
す
と
約
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
遊
休
農
地

と
い
わ
れ
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
年
度
、
お
お
む
ね
の
目
標
と
し
ま
し
て
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
基
本

的
に
解
消
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
計
画
を
組
ん
で
い
ま
す
。
毎
年
、

少
な
く
と
も
年
一
回
の
義
務
付
け
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
農
林
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
多
面
的
機
能
支
払
事
業

補
助
金
二
千
九
百
五
十
四
万
三
千
円
に
関
連
し
て
、

　

初
め
て
事
業
に
取
り
組
む
集
落
に
つ
い
て
は
、
資
金
が
な
い
と
な

か
な
か
動
け
な
い
で
資
材
調
達
も
で
き
な
い
と
い
う
部
分
が
あ
る

が
、
交
付
は
お
お
む
ね
い
つ
ご
ろ
の
予
定
で
い
る
の
か
、
と
た
だ
し

た
と
こ
ろ
、

　

市
が
持
ち
出
す
部
分
の
予
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
回
補
正
で
お

願
い
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
国
の
採
択
に
つ
き
ま
し
て

は
、
当
初
五
月
の
予
定
が
七
月
以
降
に
ず
れ
込
む
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
国
の
採
択
が
、
遅
く
と
も
七
月
中
に
は
、
な
さ
れ
る

と
い
う
予
定
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
据
え
た
中
で
可
能
な
範
囲
で

少
し
で
も
早
く
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
、
と
の

答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
今
回
補
正
計
上
さ
れ
た
額
に
国
、
県
の
補
助

分
が
足
さ
れ
る
と
い
う
理
解
で
よ
ろ
し
い
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ

ろ
、

　

基
本
的
に
は
国
が
二
分
の
一
、
県
が
四
分
の
一
、
市
が
四
分
の
一

の
構
成
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
お
願
い
し
た
予
算
に
つ
き
ま
し

て
は
市
が
負
担
す
る
四
分
の
一
の
予
算
で
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で

あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
市
の
全
体
を
考
え
、
農
振
法
以
外
の
と
こ
ろ
に
は
、
該

当
し
な
い
と
い
う
国
の
採
択
方
針
で
あ
り
ま
す
。
区
域
外
に
つ
い
て

は
、
ど
ん
ど
ん
高
齢
化
も
進
ん
で
い
く
し
限
界
集
落
に
な
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
な
る
前
に
市
独
自
の
体
制
を
考
え
る
べ
き

で
、
そ
う
い
う
集
落
を
今
後
ど
う
す
る
か
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た

い
、
と
の
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
ま
し

た
。

　

以
上
、会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
三
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
事
件
に
つ
い
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
い
た
事
件
は
、

発
議
第
二
号
　
　
五
泉
市
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

以
上
、
一
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
行
政
視
察
を
行
う
と
と
も
に
、
議
案

提
出
者
な
ら
び
に
副
市
長
初
め
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査

を
行
い
ま
し
た
。
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
「
閉
会

中
継
続
審
査
の
申
し
出
に
つ
い
て
」
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

四
月
二
十
三
日
に
本
委
員
会
を
開
催
し
、
発
議
提
出
者
に
本
委
員

会
へ
の
出
席
を
願
い
、
説
明
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　　

五
月
二
十
六
日
に
開
催
し
た
本
委
員
会
で
は
、
新
潟
市
と
阿
賀
野

市
へ
行
政
視
察
を
行
い
、
両
市
に
お
け
る
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担

金
に
つ
い
て
そ
の
状
況
を
伺
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
に
当
局
の
出
席
を
求
め
て
発
議
第
二
号
に
対
す
る
意
見
を

聞
き
、引
き
続
い
て
審
査
を
進
め
て
い
く
中
で
委
員
よ
り
、「
新
潟
市
、

阿
賀
野
市
へ
の
行
政
視
察
を
行
い
、
当
局
の
出
席
を
求
め
て
意
見
を

聞
い
た
中
で
も
、
ま
だ
多
く
の
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
し
た
。
従
っ
て
今
後
も
継
続
し
て
審
査
を
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

六
月
十
八
日
に
開
催
し
た
本
委
員
会
で
は
、
下
水
道
第
五
期
事
業

計
画
区
域
か
ら
四
人
の
参
考
人
を
招
致
し
て
意
見
を
聞
き
ま
し
た
。

そ
の
上
で
各
委
員
の
意
見
を
求
め
ま
し
た
が
、
更
な
る
慎
重
審
査
を

求
め
る
意
見
に
集
約
さ
れ
、
本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
会
一
致
で

継
続
し
て
審
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

◎
広
野
　
　
甲
　
　
　
鈴
木
　
光
規
　
　
　
熊
倉
　
政
一

○
平
井
　
敏
弘
　
　
　
阿
部
　
周
夫
　
　
　
伊
藤
　
昭
一

建
設
産
業
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

（◎委員長　○副委員長）
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【〇：賛成、×：反対、―：棄権】議員別議案賛否一覧表

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

安
中
　
　
聡

佐
藤
　
　
浩

長
谷
川
政
弘

伊
藤
　
昭
一

松
井
　
　
聡

塚
野
　
　
弘

佐
藤
　
　
渉

平
井
　
敏
弘

牛
膓
　
利
栄

熊
倉
　
政
一

広
野
　
　
甲

剣
持
　
雄
吾

鈴
木
　
良
民

町
田
　
俊
夫

阿
部
　
周
夫

相
田
　
　
豊

長
谷
川
真
介

鈴
木
　
光
規

猪
熊
　
　
豊

林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第42号
五泉市保育園条例の一部を改正する条例の
制定について

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ×
※
１
○ 

議第43号
五泉市火災予防条例の一部を改正する条例の
制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
２

議第44号 動産の取得について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第45号 平成26年度五泉市一般会計補正予算（第３号） 可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第46号
平成26年度五泉市国民健康保険特別会計補正
予算（第１号）

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第47号
平成26年度五泉市介護保険特別会計補正予算
（第１号）

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第48号
平成26年度五泉市下水道事業特別会計補正予
算（第１号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第49号
平成26年度五泉市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第１号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第50号 平成26年度五泉市水道事業会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第51号 五泉市副市長の選任について（五十嵐　明 氏） 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第52号 平成26年度五泉市一般会計補正予算（第４号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮問第２号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めること
について（生沼昌子 氏）

適任と 
認める

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請
　
　
願

請願第２
「手話言語法」制定を求める意見書の提出を
求める請願

採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第３
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２
分の１復元に係る意見書の採択を求める請願

採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第４
Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見書の提出を
求める請願

採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
　
　
　
　
　
　
員

発議第２号
五泉市下水道事業受益者負担に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

継続で 
可決

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

発議第３号
集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わ
ないことを求める意見書の提出について

可決 ○ － × ○ × ○ － ○ ○ ○ － × × ○ × ○ ○ × ○

発議第４号
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度
２分の１復元を求める意見書の提出について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第５号
「手話言語法」制定を求める意見書の提出に
ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第６号
Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見書の提出に
ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第７号
災害被災者に対する住居等支援制度の制定に関
する決議

可決 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第８号
五泉市下水道事業における五泉地区第５期事
業計画区域に関する決議

可決 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

※１ この議案は、議決に出席議員の３分の２以上の同意が必要な特別多数議決で、この場合は議長も表決に加わります。
※２ 法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。
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一般質問（通告順）

緊急質問

　６月定例会では11人の議員が一般質問を行いました。通告順に従い、質問者一人につ

き２件まで、その要旨をお知らせします。

　６月定例会初日の冒頭、次の内容の緊急質問が行われましたのでお知らせします。

猪熊　　豊
◦税金500万円も使う市長・議員等のモンゴル行きは中止すべきだ
◦税金の滞納で苦しんでいる市民が多い。五泉市は親身な相談体制を

塚野　　弘
◦愛宕中、山王中の統合を一刻も早く合意形成に努め新設統合すべき
◦消防団員の処遇改善と消防団の装備の改善を早急に取り組むべき

安中　　聡
◦市民の健康を守るため、骨粗鬆症検診などを五泉市でも実施すべき
◦貴重な歴史資料を残すため、資料館を博物館に転身させ整備すべき

長谷川政弘
◦市内の「入所型社会福祉施設」における地域社会との関係について
◦「障害者優先調達推進法」の調達方針の策定について

佐藤　　浩
◦高齢者の夏期における健康対策は更なる強化が必要と考える
◦ファミリー住まいる応援事業について、経過と今後の対応を伺う

剣持　雄吾
◦市長の政治姿勢・転入環境の整備、住宅政策や大学誘致の検討を
◦10年後の農業を考えたとき、今から対応すべきことを実行に

佐藤　　渉
◦創生会議の報告では五泉市も人口を保てず、その対応策はいかに
◦ラジオ体操を生活習慣病改善のため市民全体に奨励してみては

松井　　聡
◦平成23年新潟福島豪雨から検証した早出川下流の堤防の強度確認と
　五泉市防災マップから導かれた避難誘導と防災行動の妥当性を問う

町田　俊夫
◦はしだ保育園改修事業は、園舎を運動場の東側へ新築移転すべき
◦下水道事業の下水処理は、集合処理から個別処理へ方向転換を

広野　　甲
◦ヘルプカードの普及、地域包括ケアシステム等の高齢・障害者支援
◦読書通帳の導入、インターネット依存対策など青少年健全育成

熊倉　政一
◦市公共交通の現況とハブ＆スポーク方式の採用による最適化の提案
◦犯罪から子供たちを守るため、防犯カメラを設置することを提案

阿部　周夫
◦平成25年度下水道事業特別会計予算に対する附帯決議を軽視した
　第五期事業計画区域工事の執行と下水道職員の市民への横暴な対応
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議会を傍聴してみませんか

－次の所でモニター中継もご覧になれます－

　五泉市議会では、議会の本会議を公開しています。傍聴を希望される方は、予め開催日を
ご確認のうえ、市役所５階へおいでください。
　手続きは、傍聴席入り口で住所とお名前を記入していただくだけです。
　開催日時等は、市のホームページでご覧いただけます。次の定例会は９月に開催します。
【問合せ先】議会事務局　☎43-3911 内線370

　市役所１階ロビー、村松支所１階ロビー、総合会館、五泉図書館、勤労青少年ホーム、
福祉会館、さくらんど会館、さくらアリーナ

発 議 に つ い て請 願 に つ い て

―― 次の請願を採択しました。――

◆請願第２
「手話言語法」制定を求める意見書の
提出を求める請願
【提 出 者】新潟県聴覚障害者協会
　　　　　　会長　石川　　渉
【紹介議員】鈴木　光規

◆請願第４
Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見書の
提出を求める請願
【提 出 者】命を守るＣ型肝炎 新潟の会
　　　　　　代表　和田　三夫
【紹介議員】相田　　豊
　　　　　　佐藤　　浩

◆請願第３
30人以下学級実現、義務教育費国庫負
担制度２分の１復元に係る意見書の採
択を求める請願
【提 出 者】新潟県教職員組合下越支部
　　　　　　執行委員長　清野　正康
【紹介議員】塚野　　弘

　― 次の発議を継続審査としました。―

◆発議第２号
五泉市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
【提出議員】町田　俊夫 外８名
【審査委員会】建設産業常任委員会

― 以下の発議を可決しました。発議第４号～第６号については、
請願第２～第４を付託された常任委員会がそれぞれ「採択すべ
きもの」と決したため、各常任委員会の委員が発議したものです。
意見書については、すみやかに関係省庁へ提出しました。 ―

◆発議第３号
集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める
意見書の提出について
【提出議員】塚野　　弘 外９名
【送 付 先】衆議院議長、参議院議長、内閣 総理大臣、内閣
　　　　　　 官房長官、防衛大臣

◆発議第４号
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度２分の１復元を求
める意見書の提出について
【提出議員】鈴木　良民 外６名
【送 付 先】内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、文部
　　　　　　 科学大臣、総務大臣

◆発議第５号
「手話言語法」制定を求める意見書の提出について
【提出議員】牛膓　利栄 外６名
【送 付 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務
　　　　　　大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

◆発議第６号
Ｃ型肝炎患者の救済に関する意見書の提出について
【提出議員】牛膓　利栄 外６名
【送 付 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務
　　　　　　大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

◆発議第７号
災害被災者に対する住居等支援制度の制定に関する決議
【提出議員】廣野　　甲 外10名

◆発議第８号
五泉市下水道事業における五泉地区第５期事業計画区域に関する決議
【提出議員】阿部　周夫 外９名
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当局報告について

　６月11日と６月24日に、市長から次のとおり当局報告がありました。（要約）

【６月11日報告】

◆赤水発生の原因究明について

　２月22日に五泉・橋田・巣本地区で発生した水道水の

赤水について原因調査を続けていたところ、尻上地内の五

泉配水池の流入管直下に、錆や送水管の内部被膜と思われ

る物質が確認できました。

　この状況から、送水管内部の錆がはがれて配水池に流入

し、一時的に配水池内の水が濁り、これが市内に配水され

て赤水が発生したものと考えられます。

　今後とも配水池の清掃や配水管洗浄作業を行って赤水の

発生を抑え、安全安心な水道水の供給に努めます。

◆交通事故の発生について

　５月８日に、ごせん女性学級の移動学習で新潟市西区の

アクアパークにいがたを見学した際、隣接する新田清掃セ

ンターへ向けて歩道を歩行中、車両同士の出会い頭による

衝突事故が発生し、反動で１台の車両が歩道に乗り上げて

参加者３名が負傷しました。お一人が骨盤と左足を骨折す

る重傷、お一人が右手を打撲する軽傷、もうお一人が右足

打撲の軽傷でした。重傷を負われた方は今も入院中ではあ

りますが回復傾向にあります。軽症のお二人も、それぞれ

快方に向かっております。

　今後は事故などに対してさらに注意を払い、事業参加者

の安全に配慮してまいります。

◆６月９日の大雨被害について

　６月９日の夕方、戸倉・大蒲原地域に局地的な大雨が降

り、被害が発生しました。上戸倉の観測所で時間最大雨

量15時から16時で48ミリメートル、24時間雨量で58ミリ

メートルを観測しました。

　現時点の被害状況は、建物被害では床下浸水が住宅２

棟・車庫１棟、農業被害では作業小屋の屋根破損が２棟、

ビニールハウスのビニール破損が１棟、水田への土砂流入

が１アール、畑作物のヒョウによる被害が93アールとなっ

ています。林道被害では路肩崩落が２箇所、ヒューム管の

閉塞が１箇所ですが、通行には支障がない状況です。他に

青橋地内で落雷による停電が発生して16時から19時まで

の約３時間、大蒲原地域の約1,000戸が停電となりました。

　被害調査は今も継続中であり、必要に応じて予算措置を

行って復旧に努めてまいります。

【６月24日報告】

◆６月21日の本町６丁目大火について

　６月21日午前４時23分、本町６丁目の住宅から火が出

ていると消防に通報がありました。火は周辺の住宅や倉庫

に燃え広がり、３時間後の７時30分に鎮火しましたが、

全焼10棟、部分焼１棟、ぼや４棟で、16世帯43名が被災

されました。

　被災された方のうち、お一人がやけどを負われて救急搬

送されましたが生命にかかわるものではありませんでし

た。また、焼け跡からお一人の遺体が発見されています。

　避難所を開設したところ、９世帯24人の方が避難をさ

れ、衣類や食事の提供などを行いました。

【
市
　
長
】

　

六
月
二
十
一
日
に
発
生
し
ま
し
た
、
本
町
六
丁
目
地
内
の
住
宅
火
災
の
際
の
非
番
消
防
署

員
へ
の
非
常
招
集
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、こ
の
度
の
火
災
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
、お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、

多
く
の
罹
災
さ
れ
た
方
々
に
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

火
災
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
六
月
二
十
四
日
の
当
局
報
告
に
お
い
て
ご
報
告
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
当
日
の
非
番
招
集
に
対
す
る
報
道
等
が
な
さ
れ
、
議
員
並
び
に
市
民
の
皆
様

に
、
ご
心
配
を
お
掛
け
し
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

【
消
防
長
】

　

六
月
二
十
一
日
に
発
生
し
ま
し
た
本
町
六
丁
目
地
内
の
住
宅
火
災
の
際
の
非
番
消
防
署
員

へ
の
非
常
招
集
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
火
災
は
、
六
月
二
十
一
日
午
前
四
時
十
五
分
頃
、
五
泉
市
本
町
六
丁
目
地
内
の
住
宅

密
集
地
か
ら
発
生
し
、
全
焼
九
棟
、
部
分
焼
一
棟
、
ぼ
や
五
棟
も
の
大
火
で
あ
り
ま
す
。

　

消
防
へ
の
通
報
は
、
午
前
四
時
二
十
三
分
で
、
ポ
ン
プ
車
が
、
本
署
か
ら
二
台
、
村
松
分

署
か
ら
一
台
出
動
し
ま
し
た
。

　

先
に
現
場
到
着
し
た
本
署
隊
が
、炎
上
火
災
を
確
認
し
た
た
め
、火
災
現
場
へ
の
増
隊
や
、

別
災
害
発
生
に
備
え
る
た
め
、
本
署
勤
務
の
非
番
署
員
へ
は
、
午
前
四
時
二
十
九
分
か
ら
連

絡
を
開
始
し
、
村
松
分
署
の
非
番
署
員
へ
は
午
前
四
時
五
十
分
か
ら
、
非
常
招
集
を
行
い
ま

し
た
。

　

そ
の
際
、
飲
酒
運
転
の
恐
れ
等
の
理
由
で
、
参
集
し
な
か
っ
た
職
員
が
い
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
た
び
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
導
す
る
立
場
の
私
が
、
非
常
招
集
の
内
容
を
正
し

く
理
解
し
て
お
ら
ず
、
飲
酒
等
止
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
参
集
し
な
く
て
良
い

と
、
間
違
っ
た
解
釈
を
し
て
、
指
導
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
消
防
署
員
が
、
五
泉
市
消
防
職
員
服
務
等
規
程
の
順
守
を
強

く
誓
う
と
と
も
に
、
非
常
招
集
を
定
め
て
い
る
、
第
十
三
条
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
「
参
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
命
令
で
あ
る
こ
と
を
強
く
自
覚
し
、
今
後
二
度
と
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
無
い
よ
う
、
職
員
教
育
の
徹
底
と
意
識
改
革
を
図
り
、
市
民
の
皆
様
か
ら
の
信
用

回
復
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、議
員
並
び
に
市
民
の
皆
様
に
、不
安
と
不
信
感
を
与
え
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
、
心
か
ら
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

本
町
六
丁
目
大
火
の
際
の
消
防
署
員
の
非
常
招
集
に
関
し
、
市
当
局
か
ら
議
会
へ
説
明

の
申
し
出
が
あ
り
、
七
月
四
日
に
全
員
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
席
上
、
次
の

と
お
り
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

「
消
防
署
員
の
非
常
招
集
に
つ
い
て
」

　
　

全
員
協
議
会
を
開
催
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伝
統
的
な
四
季
の
行
事
に
、
五

節
句
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
五
節
句

に
は
、一
月
七
日（
七
草
の
節
句
）

七
草
が
ゆ
、
三
月
三
日
（
桃
の
節

句
）
あ
ら
れ
、
五
月
五
日
（
菖
蒲

の
節
句
）
ち
ま
き
、七
月
七
日
（
笹

の
節
句
）
そ
う
め
ん
、
九
月
九
日

（
菊
の
節
句
）
栗
・
桃
・
梨
と
そ

れ
ぞ
れ
の
行
事
食
が
あ
る
よ
う
で

す
。
こ
れ
は
、
季
節
・
季
節
の
植

物
を
食
べ
て
邪
気
を
払
う
慣
わ
し

が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
私
た
ち
が
夏
に
よ
く

食
べ
る
「
そ
う
め
ん
」
は
実
は
「
伝

統
」「
文
化
」「
歴
史
」
が
潜
ん
だ

食
物
で
あ
る
こ
と
が
解
り
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
お
中
元

の
季
節
で
す
。「
長
い
お
付
き
合

い
の
心
を
込
め
て
」
と
い
う
意
味

を
含
め
て
「
そ
う
め
ん
」
を
贈
る

よ
う
で
す
。
皆
さ
ん
も
普
段
気
に

か
け
て
い
な
い
こ
と
に
少
し
目
を

向
け
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

■
広
報
委
員
会

　

委

員

長　

佐
藤　
　

渉

　

副
委
員
長　

鈴
木　

良
民

　

委　
　

員　

鈴
木　

光
規

　
　

〃　
　

阿
部　

周
夫

　
　

〃　
　

熊
倉　

政
一

　
　

〃　
　

松
井　
　

聡

　
　

〃　
　

伊
藤　

昭
一

編

集

後

記

全国市議会議長会・北信越市議会議長会から
永年勤続議員表彰

　４月に福井市で開催された北信越市議会議長会総会及び５月に東京都で開催された全国市議
会議長会総会において、市政発展に尽くされた功績により表彰を受けられ、定例会初日の６月
11日冒頭に表彰状の伝達が行われました。

※表彰規定に基づき、合併前の村松町議会議員在職期間は換算して通算在職年数としています。

剣持 雄吾 議員
（議員在職10年）

林　　茂 議員
（議長在職８年）

熊倉 政一 議員
（議員在職10年）

鈴木 光規 議員
（議員在職15年）

鈴木 良民 議員
（議員在職10年）


